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1 訴訟救助事件の受付等

(1) 立件と配付

民事雑事件（ウ） 、行政雑事件（行タ）または人身保護雑事件（人ウ） とし

て事件係で立件し（手数料は不要） 、本案事件の係属する部に配付する。

（2） 記録表紙への表示等

事件係書記官は、訴訟救助事件を立件したときは、基本事件記録の表紙の次

に訴訟救助事件のミンタス■■を綴り、基本事件記録の表紙に「訴訟救助○

○一ウ （又は行タ）一○○○○jのカラー付菱を貼付する。

担当書記官は、基本事件記録の表紙の付随事件欄に訴訟救助の事件番号等を

記載する｡

2訴訟救助申立てについての判断

（1） 判断資料の収集

申立ての判断にあたり、事案によっては、裁判体の指示により、 申立人に対

して疎明資料の追加提出を指示することや、相手方に対して求意見を行うこと

がある。

ア資料追完指示の事務連絡、求意見のための費用

申立人が郵便料についても申立てをし、郵券の予納がない事件で、判断前

に､申立人や相手方に対して郵便物を送付する必要がある場合は、国庫立替

郵便で送付する'。 〆

なお、申立人に対して訴訟進行上の打合せ等のために訴訟費用外として送

付する文書に資料追完指示の事務連絡を同封する場合又は事務連絡が打合せ

等の一環として一通の文書でなされる場合は、国庫負担郵便で送付すること

も考えられる。

’なお、 この場合は、後記5の迅速処理による国庫立替の場合とは異なり、訴訟救助の判断前であり、郵便
料が猶予される可能性もあるため、 この段階では債権発生通知をせず、却下されたとき （又は、費用負担者

が決まった段階で）当該郵便料も含めて清算しているのが実務の取扱いである （その際には、債権発生通知

書に〈その経緯を記載した付菱を貼付する等して会計課に引き継ぐことが望ましい。 ）
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イ相手方への求意見の方法

申立てについて相手方へ求意見をする場合には、本案事件である控訴状副

本も併せて相手方に送付するか否か、また、その送付の方法について、裁判

体の指示を仰ぐ2．

(2) 決定の告知

ア付与決定の場合

申立人に対しては、相当な方法により告知する。

相手方は、付与決定に対して特別抗告・許可抗告をすることが可能なの

で、相手方に対する告知は、抗告提起期間の起算日を明らかにするため、送

達の方法によるのが望ましい3．一般的には、控訴状副本に同封して送達し

ている。

イ却下決定の場合（主文で明示的に一部却下をしている場合）

申立人に対して、決定謄本を送達する4。なお、国庫立替による場合に

は、郵券の予納がなくても、告知費用の任意納付の促しはしない。

（3） ミンタス入力

訴訟救助事件の■■■■■をミンタスに入力する。

3訴訟救助付与決定後の処理

(1)控訴審記録表紙への表示

担当書記官は、付与決定がされた事件について、基本事件記録の表紙上部欄

外に「訴訟救助」 と朱書する。

（2） 国庫立替・支払猶予費用計算書の作成等

担当書記官は、国庫立替・支払猶予費用計算書（以下「費用計算書」 という6

別紙第1）を作成し、本案事件記録の冒頭部分に編てつの上、立替又は猶予事

2控訴状副本を送達すると、救助付与申立てを却下して補正命令を出し、控訴人がこれに応じなかったとし

ても、裁判長による控訴状却下命令ができなくなる。控訴状の写しを求意見書の別紙として添付して送付す

るという方法も考えられる。

3ただし、抗告事件の場合は手数料自体低額の場合が多く、 1000円程度を猶予するという決定の告知の

ために同程度の費用をかけて特別送達で告知をするのが相当か、訴訟経済の観点からも検討を要する。

4決定謄本と補正命令謄本を同時に発送する取扱もある。
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項が発生する毎に立替・猶予事項を記載して押印し、その都度主任書記官の点

検を受ける。主任書記官は、点検を終えた後、費用計算書の所定の欄に押印す

る。

(3) 国庫金立替請求及び負担額通知簿への記載

担当書記官は、各部に備え付けの国庫金立替請求及び負担額通知簿（以下

「負担額通知簿」 という。別紙第2）に所要の事項を記載の上、主任書記官の

確認を受ける｡

なお、控訴提起手数料のみについて訴訟救助付与決定があった場合も、記載

する。

4訴訟救助付与決定後の国庫立替

(1)送達費用（郵便料の立替え）

付与決定がされた事件について国庫立替により郵便物を発送する際は、費用

計算書及び負担額通知簿にそれぞれ所定の事項を記載し、主任書記官の確認を

受けて、負担額通知簿により、物品管理官（会計課用度係）に郵便物を引き継

いで発送を依頼する。なお、初回発送時のみ、歳入徴収官（会計課経理係）に
｜

付与決定の写しを交付する。

（2） 証人旅費日当、鑑定料等

負担額通知簿により、歳入徴収官（会計課経理係）に証人旅費日当請求書、

鑑定料請求書等及び付与決定の写しを交付する （別紙第2記載例） 。ただし、

付与の範囲が当該費用を含み、事前に付与決定の写しを交付している場合は、

同決定の写しの交付は不要である。

5迅速処理による国庫立替

担当書記官は、迅速処理による国庫立替により郵便物を発送する際には、郵便

物と債権発生通知書を添えて、費用計算書と負担額通知簿に主任書記官の確認を

受ける｡主任書記官の確認後､負担額通知簿により､歳入徴収官(会計課経理係)

に債権発生通知書を交付し、物品管理官（会計課用度係）に郵便物を引き継いで
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発送を依頼する。

6事件完結後の事務一猶予費用の清算手続

(1)任意納付

事件完結後、費用負担者に対して、適宜の方法により、任意納付を促す（別

紙第3参照） 。

費用負担者が任意納付をする場合は、 『大阪高裁裁判部における会計事務Q

&A』のQ6-1に従って処理をする。費用負担者が任意納付の促しに応じな

い場合は、高等裁判所において支払決定（取立決定）を行うか、事後の清算手

続を原審に委ねるか、裁判体の指示を仰ぐ5。

（2） 支払決定（取立決定）

①費用負担者が任意納付せず、高等裁判所において清算手続を行う場合

や、②手数料以外の費用にも訴訟救助の付与があり、立替支出している場合

に、任意納付があった場合は､支払決定（取立決定）を行う。

①の場合において、受救助者が一部負担の場合は、支払決定に先立って、資

力回復調査を行う （別紙第4参照） 。

決定原本は、事件関係送付簿により記録係に引き継ぎ、事件記録には決定正

本を編てつする。なお、②の場合における、決定の告知は電話等、相当と認め

る方法によることで足りる。

(3) 費用計算書及び負担額通知簿への記載

担当書記官は、費用計算書の清算手続欄及び負担額通知簿の債権発生通知欄

に、所定の事項を記載する （別紙第1記載例、別紙第2記載例を参照） 。

(4) 主任書記官による点検

主任書記官は､費用計算書及び負担額通知簿を点検の上、担当書記官が記載

した費用計算書の清算手続欄に押印し、負担額通知簿の右欄外余白（手数料の

み救助し､任意納付があった場合に限る。 ）に署名又は記名する。
｡

5実務では、任意納付の促しまでを行い、支払決定(取立決定）の手続については原審に処理を委ねる場合

が多い（ 『高裁民事部ベーシックQ&A』のQ27参照） 。
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（5） 歳入徴収官への引継ぎ

支払決定（取立決定）がなされたときは、債権発生通知書と決定正本を負担

額通知簿の当該欄により歳入徴収官（会計課経理係）に引き継ぐﾞ （上記(2)②の

場合は、印紙納付書も引き継ぐ（印紙の消印はしない） 。 ） 。

7原審裁判所との連携

担当書記官は、原審裁判所に記録を返還するときは、費用計算書等により当審

での清算手続の状況が記録上明らかになるよう留意する6.

また、任意納付の促し及び回答の有無や事件記録に表れない費用負担者の連絡

先等の清算手続に有益と思われる情報については、原審裁判所の書記官に対し、

事務連絡により情報を提供する。

なお、上訴記録を最高裁判所に送付する際も同様に、上訴事件が完結して原審

裁判所に記録が返還された後に行われる清算手続を見越して、同様の措置を講じ

る。

（附則）

平成30年4月1日以降、新たに別紙第1の費用計算書を作成する事件について、

本事務処理要領に基づく事務を行う。

6原審訴え提起手数料の任意納付を受けたときは、当審又は原審の費用計算書の「清算手続」欄にその旨
（例：訴え提起手数料○○○円）記載しておくことが望ましい。
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(別紙第1記載例）

■
"4

国庫立替。支払猶予費用計算書
勺

！

令和5年（ネ）第1234号

予納義務者｡受救助者大阪花子
1

1

立替･猶予額
（円）

主任書記官
印

係書記官
、 印

債権発生
通知日

年月日 立替｡猶予事項

Ｉ
Ｉ
Ｉ
１
１
１

１

1

’
ケース①【手ケース①【手数料のみ救
助】

料のみ救
■ ｡

ロ

Ⅱ

E r

回訴訟救助

口迅速処理
④ ④控訴提起手数料 19,5005．4．10

ケース②【弓
含めた救助

三数料以外も
】

数料以外も

】Ｊ
１
″
Ｉ
Ｆ

回訴訟救助

口迅速処理

【 I 、

⑳ ④控訴提起手数料 19,5005．4“10

1 1 1

国訴訟救助

口迅速処理
⑳ ⑳期日呼出状5．4．10 1#089

ロ ﾛ

ﾛ ﾛ ロ

’
こよるこよる

『

口訴訟救助

回迅速処理
⑳⑳補正命令謄本 1,0895．9． 1 5．9“1

ロ 『 ﾛ

ﾄ

口訴訟救助

回迅速処理
④ ⑳控訴状却下命令謄本 1,0895．9”13 5口9．13

一 町一

主任書記官
印

負担者 債権額(円） 結 果 係書記官印

ノ

■
｜
□

決定前任意納付

支払(取立)決定
債権発生通知
確定日

10）５ｒ
、
ｒ
、
／
、
ｒ
、

12ケース①［手数料のみ救助】

回
】
■
回
■
。
◆

ｑ
◆

ｊ
ｊ
ｊ

⑳ ⑳19,500聿
胃

、
、
〃
〃 大阪花子

ﾄ ﾛ ﾛ

算
手
続

回
国

△ 」

５
５
５
５

ｌ
く
く
く

10）

11）

11 ）
11 ）

決定前任意納付

支払（取立）決定

債権発生通知
確定日

２
２
２
２

１
１
１
１

甲

ケース②【手数料以外も含め
た救助】 ④ ⑳20,589

大阪花子

決定前任意納付

支払(取立)決定
債権発生通知
確定日

□
□

く
ｌ
く
く

ｊ
ｊ
ｊ
ｊ

手数料と郵便料が任意
納付された場合。

19,500(手数料）
＋1,089(郵便
料）

19,500(手数料）
＋1,089(郵便
料）

｜

’’
一

※訴訟救助による猶予｡立替又は迅速処理による立替の別,清算手続の結果については,該当事項の□にし点を付す。
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(別紙第1）

※訴訟救助による猶予｡立替又は迅速処理による立替の別,清算手続の結果については,該当事項の□にし点を付す。

"‐

国庫立替・支払猶予費用計算書

令和 年（ ）第

予納義務者｡受救助者

巨
宕

年月日 立替･猶予事項
立替･猶予額

(円）

係書記官
印

主任書記

官印
債権発生
通知日

■ ■

口訴訟救助

口迅速処理

■ ●

口訴訟救助

口迅速処理

、

● 、

口訴訟救助

口迅速処理

■ ●

口訴訟救助

口迅速処理

● ■

口訴訟救助

口迅速処理
十 句

■

■ 、

口訴訟救助

口迅速処理
~

■ ■

口訴訟救助

口迅速処理

■ ●

口訴訟救助

口迅速処理

清
算
手
続

負担者 債権額(円） 結 果

口決定前任意納付
口支払(取立)決定
債権発生通知
確定日

く
く
く
く

■
■
■
■

■

■

■
●

■

ｊ
ｊ
ｊ
ｊ

ロ決定前任意納付
口支払(取立)決定
債権発生通知
確定日

く
く
く
く

■
、
■
■

■
■
■
、
■

ｊ
ｊ
ｊ
ｊ

口決定前任意納付
口支払(取立)決定
債権発生通知
確定日

く
く
く
く

●
■
■
■

■
■
■
■

ｊ
ｊ
ｊ
ｊ

係書記官印
主任書記官

印
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(別紙第2）

(注)訴訟救助の決定があった事件についてはその旨を債権発生年月日欄に付記する。

年月日
主任書
記官確認

事件番号 立替･猶予事項
予納義務者
受救助者

金額
経理･用度
係確認

債権発生通知
経理

係確認

（ ） 口控訴(抗告)手数料

口送達費用（ ）

□

口経理口用度

（ ） 、 口控訴(抗告)手数料

口送達費用（ ）

□

口経理口用度

（ ） 口控訴(抗告)手数料

口送達費用（ ）

□

口経理口用度

（ ） 口控訴(抗告)手数料

口送達費用（ ）

□

口経理口用度

（ ） 口控訴(抗告)手数料

口送達費用（ ）

□

口経理口用度

（ ） 口控訴(抗告)手数料

口送達費用（ ）

□

口経理口用度

（ ） 口控訴(抗告).手数料

口送達費用（ ）

□

口経理口用度

（） 口控訴(抗告)手数料

口送達費用（ ）

□

口経理口用度

（ ） 口控訴(抗告)手数料

口送達費用（ ）

□

口経理口用度

（ ） 口控訴(抗告)手数料

口送達費用（ ）

□

口経理口用度
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(別紙第2記載例）

天満

(注)訴訟救助の決定があった事件についてはその旨を債権発生年月日欄に付記する6

年月日
主任書
記官確認

事件番号 立替･猶予事項
予納義務者
受救助者

金額
経理用度
係確認

債権発生通知
経理
係確認

丘型;ZO 天満

卯クﾉIOO

5体ﾉZ詔4 ’
囮控訴(抗告)手数料

口送達費用（ ） ’ 大坂花子
※この行は,別紙第1記載例のケース①【手数料のみ救助】の場合の記載例である。

’ Z25W

口経理口用度

、、
手数料以外も含めて救助付与している場合，

費用負担者から任意納付された場合でも，
部で処理できない点に注意｡支払決定正本，

債権発生通知を作成し,経理係に引き継ぐ。

撒疲劫

aIZIO任意漁が

によｸ錦

a4.ZO

↓
④

00

Za34

囮控訴(抗告)手数料

口送達費用（ ）

□

糊瀞

L

Z易伽
。

繍夜劫
aZZZO缶諏行
aZa立支塞銘定

aZZ皿発生率

曽根崎

a4.ZO 天満

5(")ZOo
5f宗ﾉI”4 ’

口控訴(抗告)手数料

函送達費用(甥同珊茨 ） ’ 大阪密子 ’
※この2行は,別紙第1記載例のケース②【手数料以外も含めた救助】の場合の記載例である。

Z,M

口経理功用度

北浜

繍捜助
aZaZ唯率
5Z2.亙支泌鈴定
夙ZZ迩舞拳遁釦

←

錆
根崎

丘8．ZO 天満

（ ）

100

ZZ34

口控訴(抗告)手数料

口送達費用(． ）
□

口控訴(抗告)手数料

口送達費用（ ）

圃鑑法科支泌

好蜥 おu〃0

※上の行は,鑑定料について救助決定があった事件の記載例である｡鑑定料請求書,付与沃定の与しを罐埋1糸Iこ引き罐さ，事

件完結後任意納付なく,高裁で支払決定のうえ憤権発生通知をしたという前提で記載している ｡

|[-1 1

a4.ZO 天満

5(ク)〃0

5f衣ﾉZZ坪 ’
囮控訴(抗告)手数料

口送達費用（ ） ’ 大阪｡花子 ’ 145W

※この行は,高裁で支払決定をせずに原審又は上告審に記録を引き継いだ事件の記載例である。

口経理口用度 訴溌救助

（ ） 口控訴(抗告)手数料

口送達費用（ ）

□ ．

口経理口用度

a9.1 天満
5はﾉI234

※この行は，

’
口控訴(抗告)手数料

叩送達費用(穂正命令瀞本 ） ’ 大阪悲子
別紙第1記載例のケース③【迅速処理による国庫立替】の場合の記載例 である｡．

I,M

口経理M用度

北浜
aaZ 曽根崎



【機密性2】

(別紙第3）

控訴人

被控訴人

○○●○○

○○○○○

令和○○年○○月○○日

殿控訴人 ○○○ ○

大阪高等裁判所第○民事部

裁判所書記官○○○○

電話■■■■■■■■■■■■○○

FAX○○一○○○○一○○○○

猶予費用の支払について

頭書当事者間の令和○○年(ﾈ)第○○号○○請求控訴事件について、当裁判所は、

控訴人に対して訴訟上の救助を付与し､･訴訟費用（控訴提起手数料）の支払を猶予

していましたが、本事件は令和○○年○○月○○日判決(費用負担者控訴人）によ

り終了しました。

ついては､支払を猶予していました訴訟費用（控訴提起手数料）○○○○円は、

あなたの負担となりますので、令和○○年○○月○○日までに、○○○○円分の収

入印紙を大阪高等裁判所第○民事部に納付されるよう御連絡します｡

なお、収入印紙は、同封の納付書に貼った上（消印はしない） 、郵送又は持参し

てください。

〆



【機密性2】

(別紙第4）

控訴人

被控訴人

○○○○○

○○○○○

令和○○年○○月○○日

○○○○殿控訴人

大阪高等裁判所第○民事部

裁判所書記官○○○○

電話■■■■■■■■○○
FAX○○一○○○○一○○○○

任意納付催告及び資力回復調査照会書

頭書当事者問の令和○○年㈱第○○号○○請求控訴事件について、当裁判所は、

控訴人に対して訴訟上の救助を付与し、訴訟費用（証人の旅費日当及び送達費用）

の支払を猶予していましたが、本事件は令和○○年○○月○○日判決（費用負担者

控訴人）により終了しました。支払を猶予していました訴訟費用○○○○円は、あ

なたの負担となります。

後日送付する支払決定の内容を確認のうえ、納入告知書により納付してください。

支払決定の正本と納入告知書は､~別の郵便で送付しますら

なお、収入印紙で納付される場合は、過不足のないようにして令和○○年○0月

○○日までに､大阪高等裁判所第○民事部に郵送又は持参してください。

生活困窮その他の事由により支払ができない場合は、それを証明する資料（生活

保護証明書等）を添付して、その具体的理由を令和○○年○○月○○日までに回答

してください（期限までに回答がない場合は、資力が回復しているものと認め、救

助の取消し及び支払を命ずる決定をすることがあります。 ） 。


